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諮問庁：文部科学大臣 

諮問日：平成２７年３月２７日（平成２７年（行情）諮問第２１４号） 

答申日：平成２９年１１月６日（平成２９年度（行情）答申第２８８号） 

事件名：特定学校法人に通知した「学校法人運営調査委員による調査結果（通

知）」等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙に掲げる文書１及び文書２（以下，併せて「本件対象文書」とい

う。）につき，その一部を不開示とした決定については，異議申立人が開

示すべきとする部分を不開示としたことは，妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２６年１２月２５日付け２６受文

科高第３号の３８により文部科学大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」と

いう。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）を取り消し，

異議申立人が開示を求める部分の開示を求める。 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人が主張する異議申立ての理由は，異議申立書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

文部科学省による通知，指導，助言その他の意見，照会，質問や，それ

らの指導・助言，照会，質問事項に対する特定学校法人からの返答であっ

て，その内容を公にすることにより特定学校法人の経営戦略や経営状態を

示すこととなり法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがある（法５条２号イ該当）としたもの 

これらの処分において，処分庁は具体的な情報内容に即した理由を示し

ておらず，抽象的な非開示理由の類型を示すにとどまっているため，何が

どうして法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

るのかをうかがうことができない。非開示とする理由に相当しないか，理

由不備の違法がある。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 異議申立てに係る行政文書等について 

  本件異議申立てに係る行政文書は，別紙に掲げる本件対象文書（文書１

及び文書２）である。 

  本件対象文書には，学校法人運営調査委員制度により，特定学校法人に
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対して行った実地調査の結果，当該特定学校法人に対して通知された指

導・助言等と，同指導・助言等に対する特定学校法人の改善状況が記載さ

れている。これらのうち，別表に掲げる部分（以下「本件不開示部分１」

及び「本件不開示部分２」といい，併せて「本件不開示部分」という。）

については，公にすることにより，当該法人の権利，競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれがあるため，法５条２号イの不開示情報に該当

するとして不開示（原処分）とした。 

原処分後，異議申立人から，「これらの処分（原処分）において，処分

庁は具体的な情報内容に即した（不開示）理由を示しておらず，抽象的な

非開示理由の類型を示すにとどまっているため，何がどうして法人の権利，

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるのかをうかがうこと

ができない。非開示とする理由に該当しないか，理由不備の違法があ

る。」として本件不開示部分の開示を求める旨の異議申立てがされたとこ

ろである。 

２ 不開示情報該当性について 

  学校法人運営調査委員制度における実地調査による指導・助言を通知さ

れた学校法人にとって，本件対象文書は，法人の経営状態，管理運営体制

等を示すものであり，競争上の地位や信頼等に関わる，みだりに知られた

くない情報（例えば当該法人の運営する学校への入学志願者数に影響を及

ぼし，当該法人の経営状態の悪化に繋がる情報になることもある。）に当

たるため，公にすることにより，当該法人の権利，競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれがあることから，法５条２号イに該当するとして

不開示としたものである。 

異議申立人によれば，「これらの処分（原処分）において，処分庁は具

体的な情報内容に即した（不開示）理由を示しておらず，抽象的な非開示

理由の類型を示すにとどまっているため，何がどうして法人の権利，競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるのかをうかがうことがで

きない。非開示とする理由に該当しないか，理由不備の違法がある。」と

いうことであるが，本件対象文書の開示している部分から，不開示部分に

は，学校法人に対する調査を実施した結果として改善が必要とされた指

導・助言等及びその指導・助言についての改善・取組状況等が記載されて

いることは明らかである。さらにその内容は，「法人の経営状態，管理運

営体制等を示す」ものであると開示決定通知書において示している。よっ

て，原処分における不開示部分の内容及び不開示理由とその該当性につい

ては，十分うかがい得るものといえる。 

  なお，本件対象文書と同様，学校法人運営調査委員制度により，学校法

人に対して行った実地調査の結果，当該法人に対して通知された指導・助

言等と，同指導・助言等に対する学校法人の改善状況が記載された文書の
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一部開示決定に対する異議申立てがなされた際に，情報公開・個人情報保

護審査会へ諮問（諮問番号：平成２５年（行情）諮問第４２２号）を行っ

たところ，不開示としたことは妥当との答申（答申番号：平成２５年度

（行情）答申第４７０号）が出されている。 

３ 原処分に当たっての考え方について 

  本件対象文書は，学校法人に対して行った実地調査の結果，当該法人に

対してなされた指導・助言に関する情報であり，これらの情報を何人も知

り得る状態におくことについては，当該法人の信用等運営上の地位を危う

くし，ひいては調査の本来の目的を阻害するおそれがある。 

これらの理由により，学校法人に対して行った実地調査の結果，当該法

人に対してなされた指導・助言等に関する情報が法５条２号イに規定する

不開示情報に該当するとして不開示とした原処分は妥当であると判断する。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２７年３月２７日  諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年４月１３日     審議 

④ 平成２９年１０月６日  委員の交代に伴う所要の手続の実施，本

件対象文書の見分及び審議 

⑤ 同年１１月１日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，文書１及び文書２（本件対象文書）の開示を求めるも

のであり，処分庁は，その一部を法５条１号及び２号イに該当するとして

不開示とする決定（原処分）を行った。 

  これに対し，異議申立人は，不開示部分のうち法５条２号イを理由とす

る本件不開示部分の開示を求めているところ，諮問庁は，原処分は妥当で

あるとしていることから，以下，本件対象文書の見分結果を踏まえ，本件

不開示部分の不開示情報該当性について検討する。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，不開示理由等について，

改めて確認させたところ，諮問庁は，おおむね以下のとおり説明する。 

ア 学校法人運営調査委員制度の目的は，学校法人の管理運営の組織及

びその活動状況並びに財務状況等について，実態を調査するとともに，

必要な指導，助言を行い，学校法人の健全な経営の確保に資すること

である。 

イ 本件対象文書は，理由説明書（上記第３）の記載のとおり，学校法

人運営調査委員制度により，特定学校法人に対して行った実地調査の
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結果，特定学校法人に対して通知した指導・助言等及び同指導・助言

等に対する特定学校法人の改善状況が記載された文書である。 

ウ 学校法人運営調査委員制度における実地調査による指導・助言等の

内容及び同指導・助言等に対する特定学校法人の改善状況報告書等に

ついては，特定学校法人の経営状態，管理運営体制等を示すものであ

り，競争上の地位や信用等に関わる，みだりに知られたくない情報で

あり，調査の具体的結果や，指摘の内容は，法人が特定されない方法

であっても公表していない。 

なお，学校法人に対し，当該調査を受けたという事実，指摘内容等

についてその判断で公にすることを禁じているわけではないが，文

部科学省において，特定学校法人が本件不開示部分を公表している

か確認したところ，公表の実態は確認できなかった。 

（２）以下，上記諮問庁の説明を踏まえ検討する。 

ア 本件不開示部分には，①指導・助言事項として記載された事項，②

その他の意見として記載された事項，③特定学校法人の改善状況報告

書に記載された事項及び④通知文の一部の記載が認められる。 

イ 上記のいずれの記載事項も特定学校法人の経営状態，管理運営体制

等を示すものであり，競争上の地位や信用等に関わる，みだりに知ら

れたくない情報に当たるため，公にすることにより，特定学校法人の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとする上

記（１）ウの諮問庁の説明は否定し難い。 

したがって，当該部分は，法５条２号イに該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

３ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条１号及び２号

イに該当するとして不開示とした決定については，異議申立人が開示すべ

きとする部分は，同号イに該当すると認められるので，不開示としたこと

は妥当であると判断した。 

（第５部会） 

委員 南野 聡，委員 泉本小夜子，委員 山本隆司 
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別紙（本件対象文書） 

 

文書１ 文部科学省から特定学校法人に対して通知した「学校法人運営調査委

員による調査結果（通知）（Ｈ２４．２．１０付け文書，Ｈ２４．１１．

１９付け文書，Ｈ２５．１１．１５付け文書） 

文書２ 特定学校法人から提出された「改善状況報告書」（Ｈ２４．７．３１

付け文書，Ｈ２５．７．１０付け文書） 
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別表 

 

１  

本件不開示部分 

２ 

不開示理由 

文書１ 本件不開示部

分１ 

学校法人運営調査委員に

よる調査結果（通知）に

記載された①通知文の一

部，②指導・助言事項及

び③その他の意見  

法５条２号イ 

文書２ 本件不開示部

分２ 

改善状況報告書に記載さ

れた①指導・助言事項，

②「指導・助言事項」に

対する改善・取組状況及

び③「指導・助言事項」

に対する改善が十分に図

られなかった場合，その

理由及び今後の改善計画 

法５条２号イ 

 


